
平 成 ３０年 度 鴨 川 市 文 化 財 保 護 審 議 会

平成３１年３月２７日 午後１時３０分

鴨川市文化財センター 学習室

１．開 会

２．あいさつ

３．議 件

（１）文化財の指定について

・「明治の主基斎田址（仮称）」

※市内北小町の主基斎田址公園に移動し、現地視察を実施

・「房州峯岡山野絵図・房州朝夷郡柱木野絵図」の名称

（２）その他

報 告

１．国指定特別天然記念物「鯛の浦タイ生息地」の現状変更

２．日本遺産「房総の牧 徳川将軍と近代農業発祥の大地」の申請について

３．県指定文化財「富木殿御書」「富城殿女房尼御前御書」の修復について

４．企画展「鴨川のたからもの～指定文化財集合」の開催

４．その他

５．閉 会



鴨 川 市 文 化 財 保 護 審 議 会 委 員 名 簿

任期：平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日

氏 名 住 所 生年月日 分 野 備 考

渡邉 宏
有形文化財

（建築）
元明石工業高等専門学校教師 副会長

松原智美
有形文化財

（仏教美術）

中野区文化財保護審議委員

津田塾大学非常勤講師

佐藤恵重 有形文化財
元安房博物館上席研究員

元長狭中学校長

小谷善親 有形文化財
元小湊小学校長

善龍寺住職
会長

杉山春信 埋蔵文化財
元鴨川市遺跡調査会

主任調査員 陶芸家

富樫辰也 記念物（海洋）
千葉大学海洋バイオシステム

研究センター 教授

石橋整司 記念物（植物）
東京大学大学院農学生命科

附属演習林 林長



鴨川市文化財の保護に関する条例（抜粋）

第４章 文化財保護審議会

（設置）

第２４条 教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、

並びにこれらの事項に関して教育委員会に建議するため、法第１９０条第１項の規定により鴨川市文

化財保護審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（組織）

第２５条 審議会は、委員１０人以内で組織する。

２ 委員は、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

３ 審議会に、会長及び副会長各一人を置き、委員の互選により定める。

４ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。

（任期）

第２６条 委員の任期は、２年とする。

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（議事）

第２７条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。



３．議件

（１）市文化財の指定について

・「主基斎田址」（市指定史跡）

平成３１年、天皇の譲位と改元があり、新天皇のもとで「大嘗祭」が執り行われ、来

年の２０２０年は明治神宮鎮座１００周年、２０２１年は明治天皇大嘗祭１５０周年と

なっていることから、主基斎田址の文化財指定の可否について、平成３１年２月、鈴木

美一市議会議員を通じ、地元関係者から打診があった。

また、平成３１年第１回市議会において、文化財指定の可否についての質問があり、

教育委員会としては市の史跡に指定する方向で、文化財保護審議会の委員の方々に意見

をうかがう旨の回答をした。

それらを受けて、事務局にて資料を作成した。※別紙資料１参照

・「房州峯岡山野絵図・房州朝夷郡柱木野絵図」の名称について

案 「房州峯岡山野絵図・房州朝夷郡柱木野絵図（享保年間控）」

※別紙資料２参照

今後の指定に向けた手続きのスケジュール（予定）

・５月 教育委員会から文化財保護審議委員会へ、文化財指定の可否に関する諮問

・６～７月 文化財保護審議会にて指定の可否について審議 教育委員会へ答申

・９月 教育委員会議にて指定の決定 告示

・１０月 広報等を通じ周知

（２）その他

報告

１．国指定特別天然記念物「鯛の浦タイ生息地」の現状変更

・「鯛の浦タイ生息地」の範囲内の遊歩道への落石防止と、民家裏の斜面の崩落防

止を目的とした工事の実施。

平成３０年６月２９日 関東森林管理局長より現状変更の許可申請

平成３０年７月２０日 文化庁長官より同意

平成３０年３月 関東森林管理局長より完了報告予定

・「鯛の浦タイ生息地」の範囲内の遊歩道への落石防止を目的とした工事の実施

平成３１年１月１７日 関東森林管理局長より現状変更の許可申請



現在、文化庁にて審査中

※別紙資料３参照

２．日本遺産「房総の牧 徳川将軍と近代農業発祥の大地」の申請について

○日本遺産 文化庁が平成２７年度から取り組むプロジェクトで、文化遺産を

組み合わせたストーリーを国が認定し、文化財の活用、観光、地域

振興に役立てようとするもの。

酒々井町が中心となり、７市町が申請者となって、平成３１年１月下旬に文

化庁に申請書を提出した。

４月以降に認定結果が公表される予定。

本市内の構成文化財は、「嶺岡牧の野馬土手群」の他、２２件

日本遺産に認定されれば、７市町で協議会を組織し、原則３年間の補助事業

を実施し、ストーリーに基づいた地域活性化と観光振興に資する取り組みを

行うことが求められる。

※別紙資料４参照

３．県指定文化財「富木殿御書」「富城殿女房尼御前御書」の修復について

平成３０年２月７日付にて、誕生寺並びに鏡忍寺より修理届が提出された。

裏打修理と表装の仕替えを、昨年４月１日から１年間の予定で京都国立博物館文

化財保存修理所にて実施。本年４月２３日に、修理終了返却の予定。

４．企画展「鴨川のたからもの～指定文化財集合」の開催

文化財保護の意識を向上させ、地域の歴史・文化の大切さを訴えるため、鴨川市

の指定文化財に関する展示を行ないます。

会 期：平成３１年２月９日（土）～４月１４日（日） ※５６日間

場 所：郷土資料館 ２階展示室

展示内容：新しく市指定文化財に加わった「誕生寺祖師堂」とともに附指定され

た棟札や指図等、県指定「心厳寺行道面」、市指定「浄土三曼荼羅」、同

じく市指定の「善覚寺近世文書」などを展示。写真パネルを含め全指定

文化財８０件を紹介。

※別紙資料５参照



鴨川市指定文化財候補詳細

１．名 称 「明治の主基斎田址（仮称）」

２．所 在 地 鴨川市北小町１８５３番地２ 主基斎田址公園

３．指定種別 鴨川市指定史跡

４．所 有 者 鴨川市

５．管 理 者 鴨川市

６．範 囲 主基斎田址公園の市所有公有地内

７．特 徴 「主基斎田」は、明治４年に行われた明治天皇・即位後初の新嘗祭で

ある大嘗祭に、斎田として選ばれた場所である。

「大嘗祭」は、天皇一代で一度限りの極めて重要な儀式であり、「斎

田」は、大嘗祭の儀式にお供えするための米を収穫する水田を指し、全

国で「悠紀斎田」と「主基斎田」のわずか二か所だけが選ばれる。

明治天皇即位後の大嘗祭は、歴史上初めて皇居の吹上御苑で挙行され、

悠紀斎田が現在の甲府市となる甲斐国巨摩郡、主基斎田が現在の鴨川市

北小町となる安房国長狭郡に選定された。

明治以前は、大嘗祭は京都で実施されていたため、二つの斎田は関東

よりも西の地域で選ばれており、二つの斎田がともに関東地域から選ば

れたのは、歴史上この明治の時のみである。

この明治の主基斎田が所在した場所は、現在の主基斎田址公園周辺の

六反歩、約六十アールの水田であり、それを示す絵図も現存している。

※添付資料「御上田の図」

「主基斎田」は、千葉県で唯一選ばれた斎田であるとともに、明治の

大嘗祭に際して、「悠基斎田」とともに、国内で二か所のみ選ばれた希

少性を有している。 ※添付資料「主基斎田公図写」

また、我が国の長い歴史の中で重要な転換期である明治初頭は、幕末

から明治維新を経て日本が近代国家として歩み始める歴史上重要な時

期であり、当時の一大行事である大嘗祭に関係する斎田が本市より選ば

れたことは、村名、地区名として使用されるなど地域に大きな影響を与

え、本市の歴史、文化及び自然を正しく理解する上で欠くことができな

い、重要な事象である。

加えて、斎田址付近は、現在も水田として使用され現存しており、本

市の歴史と文化の根底を支えた農業の観点からも、極めて貴重な意義を



有している。

８．詳 細 「大嘗祭」は、即位後初めて新穀をもって収穫祝いと今後の豊作を祈

願する宮中の儀式。通常は「新嘗祭」と呼ばれる。

明治４年３月２５日、大嘗祭の挙行が決定され、斎田の候補地の選定

に入る。この間、民部省地理司が御用田検察のため来訪し、大嘗祭の御

用田になっても差し支えない旨の回答が花房藩から出されている。その

結果、御用田は「安房国ハ長尾藩支配地原郡 花房藩支配地長狭郡 甲

斐国ハ甲府県支配地巨摩郡山梨郡」に絞られる。

５月２３日、主基悠紀の卜定が行なわれ、主基が安房国長狭郡、悠紀

が甲斐国巨摩郡に決定された。花房藩では直ちに担当を上京させ、準備

に入った。候補地は長狭郡内の上・中田から選定され、７月１８日、長

狭郡北小町村字仲ノ坪に決定したことが通知された。

「主基尋常高等小学校」の記録によると、すでに苗は植えられた後で

あり、次のような準備が行なわれた。

・周囲は、青竹の枝のまま２間間隔で立て、注連縄を巡らした。

・付近の不浄地不浄物を取り除いた。

・耕作には牛馬を使わず、糞尿の肥料も使わないことが原則

・北の隅に番屋を建て、西尾藩の役人が警備した。

・四方約８畝歩を埋め立て（土は近くのクヌギ山から）、八神殿等を

建築する（用材は清澄山の清木を選抜）。９月中旬に竣工した。

９月、抜穂使下向の告知が出され、見学等の細かな指示も通知されて

いる。９月２３日、抜穂使・白川資訓が下向し、翌日、北小町村・佐生

慶一郎宅を本陣とする。２５日は、斎田を見分し、字柳久尾の加茂川の

流れで禊払い。２６日、斎田の社に参拝し、２７日に刈り取りを行なっ

て、稲穂は稲実殿に供えられた。

主基斎田の米を収穫する際には、周囲に青竹を立てて、しめ縄を張り、

垣をめぐらせて厳重に囲い、水田の所有者のほかに村役人を合わせて十

人程が刈り取りに従事し、作業は羽織袴姿で行なわれた。これらの道具

等は従事者等に払い下げられ、一部が現存している。

９月２８日、稲こきと収納が行なわれ、２９日、籾（１石１斗）を上

納し、抜穂使は帰京した。

斎田は社殿を取り壊し、敷地は田となって他と区別ができないように

なったと伝わる。

１１月１７日、有史以来初めて東京皇居の吹上御苑を祭場とし、大嘗

祭が挙行される。大正・昭和の両度は京都御所で、平成は皇居東御苑で

行なわれている。

明治２２年に、北小町村、南小町村、成川村、上小原村、下小原村が

合併し、大嘗祭と主基斎田に因み、「由基村」と命名。その後、大正４



年には、明治の「主基斎田」に選ばれた水田が所在した村として「主基

村」と改称。その際、主基斎田の遺跡を永く後世に伝えるため、斎田跡

地の一部を埋め立て、植樹し、公園として造成。大正４年 11月に「明
治天皇大嘗祭御斎田主基之地」の石碑が建立され、主基村発足後間もな

い大正５年４月に除幕され、以後、100年以上にわたり公園として管理
している。

北小町地区では、斎田跡の水田の所有者を含む有志により、１０年目

ごとに斎田跡において記念祭を執行。昭和５５年の明治神宮の鎮座６０

年の大祭を機会に、明治神宮崇敬会（現在は明治神宮崇敬講）が発足。

以来、毎年、主基斎田の初穂と、斎田から収穫した新米で醸造した神酒

「白酒」が明治神宮に奉納されている。



「主基斎田公図写」

「

御
上
田
の
図
」



鴨川市指定文化財候補詳細

１．名 称 「房州峯岡山野絵図・房州朝夷郡柱木野絵図（享保年間控）」

２．員 数 絵図二枚

３．指定種別 鴨川市指定有形文化財

４．所 有 者 石井 浩

５．寸 法 房州峯岡山野絵図 縦１２２０×横２７３５mm
房州朝夷郡柱木野絵図 縦８９５×横８１３mm

６．年 代 享保１０年（１７２５）頃

７．特 徴 江戸幕府直轄の牧、「嶺岡牧」の全体像を示す江戸時代の資料とし

ては貴重な絵図。牧の管理を担った牧士の家系である坂東の石井家に

所蔵され、良好な状態で保存されている。

享保７年（１７２２）から牧士を務めた「石井孫左衛門」の名が記

されている点、絵図の内容が、享保１１年に嶺岡牧が「西一牧」「西

二牧」「東上牧」「東下牧」の四牧に分けて管理される以前の状況を記

録していると判断される点を勘案すると、この絵図は享保７年から

１０年頃の間に製作されたものと推測される。

現在、この二枚の絵図は分割されているが、両方の絵図に描かれた

曽呂川の位置関係から、もともとは一枚の大きな絵図に嶺岡と柱木の

両牧が描かれていたものとも推測される。

また、「石井孫左衛門控」と記されていることから、この絵図二点

はオリジナルではなく、もともとあった一枚の絵図を「嶺岡牧」と「柱

木牧」に分けて写したものと考えられる。おそらくオリジナルの絵図

は、幕府が管理していたと推測されるが、その絵図が現在まで伝存し

ているか否かは不明である。

以上の点から、この二枚の絵図は、八代将軍・徳川吉宗の時代、享

保１０年前後、「嶺岡牧」が幕府直轄牧として再整備された当初の全

体像を現代に伝える貴重な資料として、高い価値を有している。

８．詳 細 「房州峯岡山野絵図」

○牧の範囲内には、高低や形状など様々な山（丘）が描かれ、その多

くに呼称が記されている。

○牧の境界線上には、隣接する村々（野付村）の境となる地点が赤い



点で示されている。

○野馬の水呑み場となる場所が、大小様々な青色の円形で５８ヶ所

示されている。

○野馬を捕獲するための施設「馬捕り場」が西牧・東牧にそれぞれ

１ヶ所ずつ設けられている。

○周囲の村から牧へ入る経路及び牧の範囲内の道筋が赤色の線で

記されている。

○牧の範囲内から流れ出る小川や沢が青色の線で記されている。

○牧の維持と管理のための労役を担う周囲５４ヶ村の村名と石高

が楕円形の中に記されている。

○嶺岡牧の北に加茂川、南に曽呂川が記されている。

「房州朝夷郡柱木野絵図

○牧の範囲内には、高低や形状など様々な山（丘）が描かれ、その

多くに呼称が記されている。

○牧の境界線上には、隣接する村々（野付村）の境となる地点が赤

い点で示されている。

○周囲の村から牧へ入る経路及び牧の範囲内の道筋が赤色の線で

記されている。

○牧の範囲内から流れ出る小川や沢が青色の線で記されている。

○牧の維持と管理のための労役を担う周囲１３ヶ村の村名と石高

が楕円形の中に記されている。

○野馬を捕獲するための施設「馬捕り場」の位置は記されていない。

○野馬の水呑み場としては、２ヶ所が示されている。

○牧の東北に曽呂川が、西に丸山川が記されている。

○曽呂川の南に、独立峰として「鷹鶴山」(高鶴山）が描かれてい
る。

















2/9 4/14平成31年

鴨川の
たからもの
～指定文化財集合～

入館料●一般200円（140円）　
　　　　小・中・高校生150円（100円）
　　　　小学生未満：無料　鴨川市民：無料
          ※（　）内は20人以上の団体料金

◀▶心厳寺 行道面

▲心厳寺 浄土三曼荼羅

▼誕生寺祖師堂 附指図

▲
善
覚
寺
の
近
世
文
書

土 日2/9 4/14平成31年2/9 4/14平成31年

ＪＲ安房鴨川駅から徒歩10分

鴨川市横渚1401-6
☎04-7093-3800鴨川市郷土資料館

9時～17時　
休館日 2/12、18、25、
          3/4、11、18、25
          4/1、8




